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青の煌
き ら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会 

第５回馬術競技運営専門委員会 次第 

 

日時：令和６年１１月８日（金） 

１０：００～１０：４５ 

場所：山梨県馬術競技場本部棟会議室 

 

１ 開会 

 

２ 委員の変更 

 

３ 報告事項 

（１）馬術競技会開催準備経過 

（２）第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４」馬術競技会視察報告 

（３）馬術競技会場設営実施計画中間報告 

 

４ 審議事項 

（１）青の煌めきあおもり国スポ馬事衛生対策マニュアル（案） 

（２）青の煌めきあおもり国スポ馬術競技会輸送・交通実施計画（案） 

（３）青の煌めきあおもり国スポ馬術競技会警備・消防防災実施計画（案） 

（４）青の煌めきあおもり国スポ馬術競技会運営ボランティア募集要項（案） 

 

５ 閉会 

 

※委員会の閉会後、馬術競技場内を回りながら会場設営実施計画中間報告資料の説明

を実施する予定です。（予定時間：１０：４５～１１：３０） 
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区分 機関・団体名 役職 氏名（ふりがな）

青森県馬術連盟 理事長
◎　佐藤　一馬
（さとう　かずま）

山梨県馬術連盟 理事長
〇　田中　光法

（たなか　みつのり）

（公財）山梨県スポーツ協会 スポーツ振興課長
辻　昌彦

（つじ　まさひこ）

北杜市スポーツ協会 会長
山田　輝夫

（やまだ　てるお）

（公財）青森県スポーツ協会 総務課長
菊池　啓子

（きくち　けいこ）

山梨県中北保健所 保健所長
津金　永二

（つがね　えいじ）

北杜警察署 次長
古屋　慶次

（ふるや　けいじ）

北杜市産業観光部 観光課長
土屋　直己

（つちや　なおき）

北杜市教育部 生涯学習課長
田丸　敬一

（たまる　けいいち）

北杜消防署 署長
横森　弘一

（よこもり　こういち）

青森県農林水産部 畜産課長
田中　慎一

（たなか　しんいち）

山梨県農政部 畜産課長
相川　忠仁

（あいかわ　ただひと）

山梨県西部家畜保健衛生所 所長
土橋　宏司

（どばし　こうじ）

つがる広域家畜保健衛生所 所長
村井　孝生

（むらい　たかき）

（公社）山梨県獣医師会 理事
野村　努

（のむら　つとむ）

（公社）青森県獣医師会 事務局長
盛田　淳三

（もりた　じゅんぞう）

施設関係 （公財）山梨県馬事振興センター 専務理事
渡邉　聡尚

（わたなべ　としなお）

北杜市商工会 事務局長
山内　一寿

（やまうち　かずとし）

（一社）　北杜市観光協会 事務局長
浅川　英三

（あさかわ　ひでみ）

北杜市行政区　小淵沢町地区 代表区長
仁科　陽一

（にしな　よういち）

（社福）北杜市社会福祉協議会 事務局長
清水　市三

（しみず　いちぞう）

計21名

地域協力団体

馬術競技運営専門委員会　委員名簿

競技団体

スポーツ
関係

行政関係

馬事衛生
関係

◎委員長　　〇副委員長　　（順不同：敬称略）
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分　   野 機関・団体名及び役職名 新任者 旧任者 変更年月日

スポーツ
関係

（公財）山梨県スポーツ協会
　スポーツ振興課長

辻　昌彦 八巻　智也 令和6年4月1日

青森県農林水産部　畜産課長 田中　慎一 村井　孝生 令和6年4月1日

山梨県農政部　畜産課長 相川　忠仁 片山　努 令和6年4月1日

山梨県西部家畜保健衛生所　所長 土橋　宏司 松下　摩弥 令和6年4月1日

つがる広域家畜保健衛生所　所長 村井　孝生 森山　泰穂 令和6年4月1日

施設関係
（公財）山梨県馬事振興センター
　専務理事

渡邉　聡尚 渡邊　喜彦 令和6年4月1日

北杜市商工会　事務局長 山内　一寿 令和6年10月1日

（一社）北杜市観光協会　事務局長 浅川　英三 令和6年10月1日

北杜市行政区　小淵沢町地区
　代表区長

仁科　陽一 令和6年10月1日

（社福）北杜市社会福祉協議会
　事務局長

清水　市三 令和6年10月1日

地域協力
団体

馬事衛生
関係

（順不同：敬略称）

馬術競技運営専門委員会　委員の変更

　令和５年１１月９日から令和６年１１月８日までの間における馬術競技運営専門委員の変
更については、下記のとおりである。
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馬術競技会開催準備経過 

 

年月日 内 容 

Ｈ28(2016)年１月13日 2025 年第８０回大会について青森県が開催内々定 

なお、第７８回大会以降「国民体育大会」が「国民スポーツ大

会」へ名称変更 

Ｈ28(2016)年８月31日 第８０回国民体育大会青森県準備委員会(現第８０回国民ス

ポーツ大会青森県準備委員会(以下「青森県準備委」とする)を

設置 

Ｈ28(2016)年９月 

～ 

Ｈ30(2018)年７月 

・日体協(現日本スポーツ協会、以後「JSPO」)国体開催基準要

項国体施設基準を満たす既存の施設なし 

・開催意向調査にて開催意向を示す市町村なし 

・県馬連が希望する市町村への個別打診 

→ 意向なし → 県外での開催に向けて調整 

・JSPO 国体開催基準要項において県外開催可 

Ｈ30(2018)年８月３日 県馬連との情報交換及び県外開催に係る経費等を説明 

Ｈ30(2018)年10月４日 福井国体会場(静岡県御殿場)にて、ＮＦ国体担当である業務部

長に経緯説明及び県外開催に係る手続き等について御教示い

ただく → 開催県の判断で良いとの回答 

Ｈ30(2018)年10月13日 青森県馬術連盟より県外開催に係る内諾書が提出 

Ｈ30(2018)年11月５日 山梨県教育庁スポーツ健康課を訪問し、山梨県馬術競技場に係

る情報収集 

〃  ６日 山梨県馬術競技場の視察を行い、公益社団法人日本馬術連盟及

び山梨県馬術連盟からの情報収集 

Ｈ30(2018)年12月21日 県準備委第５回常任委員会において、馬術競技の県外開催が承

認 

Ｈ31(2019)年２月５日 山梨県馬連、山梨県馬事振興センター、北杜市を訪問し内諾依

頼 

〃   ６日 山梨県体協、山梨県教育庁スポーツ健康課、農政部畜産課(振興

センター所有者)を訪問し内諾依頼 

Ｈ31(2019)年４月 山梨県関係機関及び団体より第８０回大会馬術競技開催につ

いて内諾 

Ｒ元(2019)年６月 14 日 県準備委第６回常任委員会において、馬術競技の会場地を山梨

県馬術競技場に内定。同日、JSPO へ馬術競技の県外開催を通知 

Ｒ元(2019)年11月27日 中央競技団体正規視察実施 

山梨県馬術競技場が開催適地として NFが承認 

Ｒ２(2020)年８月７日 第８０回大会青森県準備委員会馬術競技運営専門委員会及び

馬事衛生部会の委員候補者への書面依頼 

※新型コロナウイルスの影響により、訪問説明中止 

Ｒ２(2020)年８～９月 委員候補者所属先推薦書及び委員候補者からの承諾書受領 

Ｒ２(2020)年10月８日 JSPO 臨時理事会において、2026 年第８０回大会（冬季大会・本

大会）の青森県が開催内定 

※国体から名称変更となって初の完全国スポ 

Ｒ２(2020)年12月１日 第 1回馬術競技運営専門委員会開催（書面開催） 

Ｒ２(2020)年12月21日 第 1回馬事衛生部会開催（書面開催） 

報告事項１ 
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年月日 内 容 

Ｒ３(2021)年６月 三重国体リハーサル大会馬事衛生業務視察 ※中止 

Ｒ３(2021)年８月 全日本ジュニア障害馬術大会馬事衛生業務視察 ※視察中止 

Ｒ３(2021)年９月16日 第 2回馬事衛生部会開催（書面開催） 

Ｒ３(2021)年10月 三重国体馬術競技会競技運営視察 ※中止 

Ｒ３(2021)年10月29日 第 2回馬術競技運営専門委員会開催（書面開催） 

Ｒ４(2022)年６月 いちご一会とちぎ国体馬術競技リハーサル大会視察 

Ｒ４(2022)年８月 全日本ジュニア障害馬術大会視察 

Ｒ４(2022)年10月 いちご一会とちぎ国体馬術競技会視察 

Ｒ４(2022)年11月10日 第 3回馬術競技運営専門委員会開催 

Ｒ５(2023)年４月 燃ゆる感動かごしま国体馬術競技会自衛隊訓練視察 

Ｒ５(2023)年５月 
SAGA2024馬術競技会オフィス（兵庫県三木市）及び SAGA2024 馬

術競技会場（三木ホースランドパーク）視察 

Ｒ５(2023)年６月 燃ゆる感動かごしま国体馬術競技リハーサル大会視察 

Ｒ５(2023)年７月20日 

公益財団法人日本スポーツ協会理事会において、第８０回国民

スポーツ大会（冬季大会及び本大会）の青森県での開催及び令

和８年１０月１０日（土）から１０月２０日（火）までの１１

日間を会期とすることが決定 

Ｒ５(2023)年８月31日 
青森県準備委員会会則を改正し、青の煌めきあおもり国スポ・

障スポ実行委員会を設置 

Ｒ５(2023)年９月 
全日本ジュニア総合馬術大会（北杜市）及び燃ゆる感動かごし

ま国体馬術競技会組合せ抽選会視察 

Ｒ５(2023)年10月 燃ゆる感動かごしま国体馬術競技会視察 

Ｒ５(2023)年11月9日 第 4回馬術競技運営専門委員会開催 

Ｒ５(2023)年12月8日 

公益財団法人日本スポーツ協会令和５年度第３回国民スポー

ツ大会委員会において、青の煌めきあおもり国スポ（第８０回

国民スポーツ大会）競技会会期（冬季大会・本大会）が決定 

※馬術競技会については、令和８年１０月１４日（水）から１

８日（日）までの５日間での開催と正式決定 

Ｒ６(2024)年６月 ＳＡＧＡ２０２４馬術競技リハーサル大会視察 

Ｒ６(2024)年９月 ＳＡＧＡ２０２４馬術競技会組合せ抽選会視察 

Ｒ６(2024)年10月１日 地元関係団体から委員を新たに委嘱 

Ｒ６(2024)年10月 ＳＡＧＡ２０２４馬術競技会視察 

Ｒ６(2024)年11月8日 第 5回馬術競技運営専門委員会開催 

※青の煌めきあおもり国スポ・障スポ準備経過につきましては、青の煌めきあおもり国スポ

のホームページに掲載しておりますので、御覧ください。 
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＜参考＞

年度 回 開催期日 場所 区分 内容

報告

①第８０回国民スポーツ大会について
②馬術競技会について
③馬術競技運営専門委員会について

審議

①馬術競技会開催準備総合年次計画
②馬術競技会開催基本計画
③馬事衛生部会設置要綱

第１回
部会

12月21日 書面開催 報告

①第８０回国民スポーツ大会について（概要）
②馬術競技会について
③馬術競技開催準備経過（経緯）
④馬術競技運営専門委員会について
⑤先催県の馬事衛生業務について

報告
①馬術競技開催準備状況について
②馬術競技運営専門委員会・馬事衛生部会　決定事項等

審議
①馬事衛生業務年次計画
②馬事衛生部会の廃止について

報告

①馬術競技会開催準備状況について
②馬術競技運営専門委員会・馬事衛生部会　決定事項等
③第２回馬事衛生部会結果概要

審議

①馬事衛生業務年次計画
②馬事衛生部会の廃止について
③馬術競技会開催準備総合年次計画
④馬術競技会広報実施計画

報告

①馬術競技会開催準備状況について
②馬術競技運営専門委員会・馬事衛生部会　決定事項等
③第８０回国民スポーツ大会馬術競技会について
④いちご一会とちぎ国体馬術競技リハーサル大会及び本
大会視察報告

審議
①馬術競技会施設整備実施計画
②馬術競技会宿泊・医事衛生業務実施計画

報告

①馬術競技会開催準備経過について
②青の煌めきあおもり国スポ及び馬術競技会の会期につ
いて
③燃ゆる感動かごしま国体馬術競技視察報告

審議

①馬事衛生班体制
②おもてなし実施計画
③競技・式典実施計画

R2

第１回
委員会

12月1日 書面開催

馬術競技運営専門委員会・馬事衛生部会　決定事項等

山梨県庁
(甲府市)

11月9日
第４回
委員会

R5

10月29日 書面開催

R4
第３回
委員会

11月10日
山梨県庁
(甲府市)

R3

第２回
部会

9月16日 書面開催

第２回
委員会
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疫

厩
舎

管
理

対
応

を
業

者
委

託
（
ラ

ジ
オ

関
西

）
に

よ
り

編
成

○
入

厩
こ

れ
ま

で
の

方
法

か
ら

大
き

く
変

更
・馬

運
車

か
ら

馬
を

降
ろ

す
「馬

降
場

」
で

の
臨

床
検

査
・
馬

体
照

合
を

行
わ

ず
、

す
ぐ

に
指

定
の

馬
房

へ
入

れ
る

→
馬

降
場

で
の

滞
留

時
間

短
縮

、
馬

運
車

の
渋

滞
防

止
・入

厩
か

ら
約

30
分

後
に

日
馬

連
獣

医
師

団
が

巡
回

に
よ

り
臨

床
検

査
及

び
馬

体
照

合
を

実
施

→
県

馬
事

衛
生

班
（
獣

医
師

）
の

負
担

軽
減

※
県

獣
医

師
は

NF
獣

医
師

団
を

補
助

・馬
具

・
飼

料
等

の
荷

物
の

運
搬

補
助

を
と

り
や

め
、

各
県

の
責

任
で

運
搬

さ
せ

る
→

係
員

動
員

数
の

削
減

・手
帳

を
馬

事
衛

生
詰

所
へ

持
参

さ
せ

て
入

厩
受

付
。

委
託

業
者

が
説

明
と

物
品

交
付

、
県

獣
医

師
が

手
帳

確
認

- 8 -



○
退

厩
・
退

厩
時

も
荷

物
の

運
搬

補
助

を
と

り
や

め
・
従

前
の

大
会

４
日

目
に

行
っ

て
い

た
退

厩
調

整
会

議
は

行
わ

ず
、

馬
運

車
レ

ー
ン

の
予

約
状

況
を

リ
ア

ル
タ

イ
ム

で
確

認
で

き
る

ペ
ー

ジ
を

作
成

→
空

い
て

い
る

レ
ー

ン
と

時
間

を
各

県
が

確
認

の
う

え
予

約
可

能
に

○
衛

生
管

理
・
厩

舎
エ

リ
ア

を
設

定
し

、
立

ち
入

る
こ

と
が

で
き

る
人

員
を

制
限

（
受

付
で

配
布

さ
れ

る
リ

ス
ト

バ
ン

ド
で

確
認

）
・
厩

舎
の

出
入

口
に

は
消

毒
マ

ッ
ト

を
設

置
し

、
出

入
り

す
る

人
・
馬

は
靴

・蹄
を

消
毒

し
て

か
ら

出
入

り
・
馬

運
車

は
動

力
噴

霧
器

を
使

用
し

た
タ

イ
ヤ

の
消

毒
を

実
施

（
委

託
業

者
４

人
程

度
常

時
張

り
付

け
）

- 9 -



【輸
送

・
交

通
関

係
】

・会
場

と
、

神
鉄

三
木

駅
及

び
道

の
駅

み
き

の
間

で
シ

ャ
ト

ル
バ

ス
を

運
行

（約
１

０
分

間
隔

）
・道

の
駅

に
隣

接
す

る
か

じ
や

の
里

メ
ッ

セ
み

き
駐

車
場

を
馬

運
車

・
帯

同
車

用
駐

車
場

と
し

て
使

用
・一

般
来

場
者

は
会

場
内

の
駐

車
場

に
駐

車
で

き
る

た
め

、
バ

ス
の

乗
車

数
は

少
な

い
よ

う
に

見
受

け
ら

れ
た

・各
駐

車
場

に
は

警
備

員
（委

託
業

者
）を

配
置

し
、

歩
行

者
の

安
全

確
保

や
駐

車
場

所
の

誘
導

を
実

施
馬

運
車

・
帯

同
車

用
56

台
＋

86
台

一
般

来
場

者
用

40
0台

関
係

者
・
選

手
監

督
等

用
19

5台
ほ

か
・計

画
輸

送
バ

ス
は

会
場

か
ら

選
手

監
督

・
競

技
役

員
宿

泊
所

、
新

神
戸

駅
（大

会
前

日
と

最
終

日
の

み
）
を

運
行

- 10 -



【
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
関

係
】

・
会

期
中

（５
日

間
）
延

べ
７

６
名

参
加

・
登

録
者

数
３

４
名

６
人

～
２

５
人

/日
・
高

校
生

は
呈

茶
の

協
力

の
み

10
/9

（
水

）
10

/1
0（

木
）

10
/1
1（

金
）

10
/1
2（

土
）

10
/1
3（

日
）

受
付

案
内

１
名

１
名

１
名

３
名

３
名

弁
当

配
布

２
名

２
名

２
名

３
名

４
名

バ
ス

案
内

３
名

３
名

３
名

３
名

３
名

表
彰

式
案

内
２

名
２

名
３

名
４

名

会
場

清
掃

２
名

２
名

２
名

厩
舎

内
運

搬
清

掃
３

名
３

名
４

名

馬
事

衛
生

補
助

２
名

１
名

４
名

５
名

【
医

事
関

係
】

・
三

木
市

医
師

会
か

ら
医

師
が

１
名

常
駐

・
看

護
師

１
名

、
救

護
係

（
委

託
）
１

名
・
障

害
馬

術
競

技
中

は
様

子
が

見
え

る
場

所
に

待
機

・
競

技
中

の
落

馬
で

救
急

搬
送

が
発

生
し

た
・
頭

痛
等

の
体

調
不

良
で

の
救

護
室

利
用

も
あ

り

- 11 -



【
お

も
て

な
し

】
・
佐

賀
県

及
び

三
木

市
の

Ｐ
Ｒ

ブ
ー

ス
を

設
置

観
光

案
内

や
菓

子
の

ふ
る

ま
い

な
ど

を
実

施
・
飲

食
系

の
売

店
は

キ
ッ

チ
ン

カ
ー

が
５

台
ほ

ど
・
馬

具
・
馬

関
連

用
品

店
が

多
数

出
店

・
土

日
の

み
呈

茶
を

実
施

（
地

元
高

校
が

協
力

）
・
一

般
客

向
け

の
え

さ
や

り
体

験
、

乗
馬

体
験

等

【式
典

】

・ラ
ジ

オ
関

西
の

仕
切

り
に

よ
り

司
会

は
プ

ロ
の

ア
ナ

ウ
ン

サ
ー

が
実

施
・新

し
い

試
み

と
し

て
種

目
優

勝
者

へ
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

や
メ

ダ
ル

の
授

与
、

Ｍ
Ｖ

Ｐ
表

彰
な

ど
を

実
施

・副
賞

と
し

て
佐

賀
で

開
発

さ
れ

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

補
給

飲
料

、
佐

賀
県

特
産

和
牛

を
贈

呈
・競

技
団

体
幹

部
や

県
実

行
委

員
会

幹
部

等
が

プ
レ

ゼ
ン

タ
ー

を
務

め
た

- 12 -



【
競

技
運

営
等

】

監
督

会
議

コ
ー

ス
整

備
・障

害
物

設
置

審
判

・
放

送

佐
賀

県
副

知
事

挨
拶

ダ
ー

ビ
ー

コ
ー

ス
（バ

ン
ケ

ッ
ト

）
競

技
役

員
受

付

- 13 -



屋
外

仮
設

施
設

障
害

飛
越

競
技

場

障 害 飛 越 練 習 場

障 害 馬 術 練 習 場

馬
場

馬
術

待
機

馬
場

(屋
内

）

管
理

棟
2
F

2
F

障
害

物
置

場

選
手

・
監

督
・
関

係
者

駐
車

場

NS

E
W

馬 場 馬 術 競 技 場 （ 屋 内 ）

障
害

飛
越

練
習

場

0
1
0

2
5

5
0

1
0
0

表 彰 式 会 場

1 2345678

円
馬

場

大
会

本
部

棟

売
店

馬
具

店

Ｂ

C
Ａ

2
6

4
7

2
2

2
0

4
3

4
2

3
1

3
8

5
5

★

★

★

2
7

4
5

5
1 1

7

2
4

表
示

板
（
既

存
）

掲
揚

ﾎ
ﾟｰ

ﾙ

3
7

2
5

3
4

★

★

★

摘
　

　
要

フ
ァ

イ
ル

名

出
力

年
月

日
設

計
年

月
日

変
更

年
月

日

設
計

製
図

検
図

担
当

承
認

競
技

名

図
面

名

馬
術

競
技

（
全

種
別

）
縮

尺

1
／

1
6
0
0

（
A

3
）

図
面

番
号

全
体

配
置

計
画

図
（
案

）
実

行
委

員
会

全
体

配
置

計
画

図
（案

）
　

S
= 

1/
16

0
0

馬
場

馬
術

練
習

場

N
O
.

3
1

施
設

名

ド
ー

ピ
ン

グ
検

査
室

２
Ｆ

小
会

議
室

（
予

備
）

２
Ｆ

Ａ
大

会
本

部
棟

C D
コ

ー
ス

デ
ザ

イ
ナ

ー
棟

管
理

棟
ダ

ー
ビ

ー
競

技
場

厩
舎

地
区

B

1
9

4
4

4
7

馬
具

店
4
3

4
0

総
合

休
憩

所

4
1

監
督

会
議

会
場

ホ
ー

ス
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
宿

舎

3
6

3
5

6
1

5
4

5
9

6
0

1
9

1
9

1
9

1
9

2
8

Ｂ
1
8

厩
舎

B

厩
舎

A

3
0 2
3

5
9

6
0

1
9

1
9

5
5

5
3

3
9

3
3

5
6

5
7

5
1

5
1

5
0

3

5
9

6
0

6
0

5
9

6
0

障 害 物 置 場

5
9

6
0

5
9

駐
車

場

ｼ
ｬ
ﾄ
ﾙ

ﾊ
ﾞｽ

乗
降

所

車
椅

子
観

覧
席

救
護

所

男
子

ト
イ

レ

女
子

ト
イ

レ

凡
例

福
祉

ト
イ

レ

★
警

備
員

配
置

A
E

D

エ
オ

の
森

施
設

F

F
6
8

6
6

6
9

7
0

E

4
8

6
2

5
1

5
2

4
9

6
0
m

20m

N
O
.

32 33

施
設

名

コ
ー

ス
デ

ザ
イ

ナ
ー

席

自
衛

隊
本

部

N
O
.

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

馬
糞

置
場

隔
離

厩
舎

（
2
馬

房
）

ゴ
ミ

集
積

所

馬
積

み
降

ろ
し

場

馬
事

衛
生

補
助

員
詰

所

敷
料

庫

馬
診

療
・

装
蹄

事
務

所

馬
診

療
所

装
蹄

所

消
毒

所

施
設

名

厩
舎

A

厩
舎

B

タ
ッ

ク
ル

ー
ム

馬
事

衛
生

係
詰

所

N
O
.

6
6

6
7

6
8

6
9

7
0

洗
濯

物
干

場

施
設

名

監
督

会
議

会
場

ホ
ー
ス

マ
ネ
ー

ジ
ャ

ー
宿
舎

自
衛

隊
宿

舎

ラ
ン

ド
リ

ー

A
B

E

5
3

5
8

6
7

選 手 監 督 応 援 席

★

N
O
.
施

設
名

1
県

実
施

本
部

2
救

護
室

3
競

技
本

部
(
総

務
委

員
室

)

4
審

判
員

・
ｾ
ｸﾚ

ﾀﾘ
ｰ席

（
馬

場
馬

術
）

5
ス

チ
ュ

ワ
ー

ド
オ

フ
ィ

ス

6
競

技
進

行
委

員
控

室

7
馬

場
馬

術
計

算
室

8
競

技
運

営
委

員
席

9
記

録
計

算
室

10
総

合
計

算
委

員
席

11
大

会
役

員
控

室

12
放

送
席

13
障

害
審

判
員

席

14
共

同
通

信
（

県
送

信
）

15
一

般
観

覧
席

（
屋

内
）

16
一

般
観

覧
席

（
障

害
）

１ 階 2 階

2
9

2
1

5
5

5
9

6
0

ブ
ー

ツ
チ

ェ
ッ

ク

6
5

N
o
.
施

設
名

N
o
.

施
設

名
N
o
.

施
設

名
N
o
.

施
設

名

3
4

受
付

・
総

合
案

内
所

4
2

売
店

5
0

表
彰

放
送

席
5
8

障
害

物
置

場

3
5

入
賞

者
控

4
3

馬
具

店
5
1

ト
イ

レ
5
9

ス
チ

ュ
ワ

ー
ド

席

3
6

表
彰

準
備

室
4
4

実
施

本
部

員
詰

所
5
2

福
祉

ト
イ

レ
6
0

競
技

進
行

委
員

席

3
7

輸
送

係
員

詰
所

4
5

弁
当

引
換

所
5
3

一
般

観
覧

席
（

屋
外

）
6
1

総
合

成
績

板

3
8

シ
ャ

ト
ル

バ
ス

待
合

所
4
6

サ
ガ

ン
テ

ィ
ア

控
所

5
4

福
祉

席
6
2

案
内

板
・

告
知

板

3
9

自
転

車
等

置
場

4
7

馬
と

の
ふ

れ
あ

い
体

験
5
5

コ
ー

ス
ビ

ル
ダ

ー
席

4
0

総
合

休
憩

所
4
8

表
彰

式
会

場
（

晴
天

時
）

5
6

装
蹄

師
・

整
備

補
助

員
待

機

所
6
4

三
木

市
P
R

ブ
ー

ス

4
1

倉
庫

（
お

も
て

な
し

用
）

4
9

表
彰

式
会

場
（

雨
天

時
）

5
7

競
技

補
助

員
等

詰
所

6
5

佐
賀

県
P
R

ブ
ー

ス

4
6

5
5

障 害 飛 越 待 機 馬 場

5
5

帯
同

車
一

時
駐

車
場

2
5

D
3
2

6
4
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摘
　

　
要

フ
ァ

イ
ル

名

出
力

年
月

日
設

計
年

月
日

変
更

年
月

日

設
計

製
図

検
図

担
当

承
認

競
技

名

図
面

名

馬
術

競
技

（
全

種
別

）
縮

尺

1
／

2
0
0
0

（
A

3
）

図
面

番
号

全
体

配
置

計
画

図
（
案

）

実
行

委
員

会
A

B
E

C

K V E S H

A

MRBPF

c

全
体

配
置

計
画

図
(案

)　
S
=
1
/
2
0
00

A

障
害

飛
越

競
技

場

馬 場 馬 術 競 技 場

Ａ
Ｅ

Ｄ

ｼ
ｬ
ﾄ
ﾙ

ﾊ
ﾞｽ

乗
降

所

車
椅

子
観

覧
席

喫
煙

所

救
護

所

男
子

ト
イ

レ

女
子

ト
イ

レ

凡
例

男
女

ト
イ

レ

★
警

備
員

配
置

福
祉

ト
イ

レ

0
1
0

2
5

5
0

1
0
0

障
害

飛
越

練
習

場
共

通
練

習
場

待
機

馬
場

馬
場

馬
術

練
習

場

大
会

本
部

棟
・審

判
棟

A No
施

設
名

1
競
技
本
部
（
総
務
委
員
）
1F

２
救

護
室

1F
3

障
害
馬
術
競
技
審
判
委
員
席
2F

４
放

送
席

2F
５

競
技
運
営
委
員
席
2F

６
総
合
計
算
委
員
席
2F

厩
舎

・馬
事

衛
生

地
区

B

屋
外

仮
設

施
設

C

B

1
2

3

4
5

6

7
11 12

10
10

64

46

63

B

8

14

1
4

19

16

37
3
8

49
50

25
25 25

25

ダ
ー

ビ
ー

競
技

場

13

17 17 17

17 17 17

18

6135

20

28

21
2
1

21
21

21

27
24

29
30

29
30

31

32

3
4

34
56

5
7

58

61

29
30

61

55

43
64

48

54
47

No
施

設
名

No
施

設
名

20
馬

場
馬

術
競

技
棟

43
ド
リ
ン

ク
コ
ー
ナ
ー

21
審

判
BO
X
44

福
祉

ト
イ

レ
22

コ
ー
ス
デ
ザ
イ
ナ
ー
席

45
仮

設
ト

イ
レ

23
自

衛
隊

本
部

46
既

設
ト

イ
レ

24
コ
ー
ス
ビ
ル
ダ
ー
席
（
障
害
物
置
場
）

47
役
員
・

補
助
員
控
所

25
コ
ー
ス
ビ

ル
ダ
ー
席

48
喫

煙
所

26
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
（
競
技
進
行
）
控
所

49
売

店
27

障
害

物
置

場
50

馬
具

店
28

セ
ク
レ
タ

リ
ー
控
所

51
式

典
会

場
29

ス
チ

ュ
ワ

ー
ド

席
52

入
賞
・

授
与
者
控
所

30
競

技
進

行
委

員
席

53
式
典
係
・
補
助
員
控
所

31
施
設
整
備
補
助
員
待
機
所

54
記

録
速

報
所

32
競

技
係

員
詰

所
55

選
手
・

監
督
応
援
席

33
電
光
表
示
板
（
障
害
）

56
馬
場
馬
術
競
技
観
覧
席

34
成
績
表
示
ﾓﾆ
ﾀｰ
（
馬
場
）

57
障
害
馬
術
競
技
観
覧
席

35
県

実
施

本
部

58
福

祉
席

36
受

付
総

合
案

内
所

59
馬

運
車

駐
車

場
37

総
合

休
憩

所
60

帯
同

車
駐

車
場

38
湯

茶
準

備
所

61
関

係
者

駐
車

場
39

警
備

・
消

防
本

部
62

一
般

駐
車

場
40

警
備

員
詰

所
63

弁
当
引
換
所
（
斡
旋
・
支
給
）

41
輸
送
交
通

係
員
詰
所

64
ゴ

ミ
集

積
所

42
駐

車
場

係
員

詰
所

65

22 23

26

29
3036

39

57

No
施

設
名

7
馬

事
衛

生
本

部
棟

8
消

毒
ポ

イ
ン

ト
9

馬
乗

降
場

所
10

馬
診

療
・

装
蹄

所
11

獣
医

師
事

務
所

12
装

蹄
師

事
務

所
13

臨
時

装
蹄

師
詰

所
14

厩
舎

15
敷

料
庫

16
馬

糞
置

場
17

馬
洗

い
場

18
隔

離
厩

舎
19

ホ
ー
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
棟

9
9

9

17

15
46

46

33

5
1

59
6
0

62
←

- 15 -

報
告

事
項

 
３



摘
　

　
要

フ
ァ

イ
ル

名

出
力

年
月

日
設

計
年

月
日

変
更

年
月

日

設
計

製
図

検
図

担
当

承
認

競
技

名

図
面

名

馬
術

競
技

（
全

種
別

）
縮

尺

1
／

2
0
0
0

（
A

3
）

図
面

番
号

競
技

会
場

動
線

計
画

図
（
案

）

実
行

委
員

会
A

B
E

競
技

会
場

動
線

計
画

図
(案

)　
S
=
1
/2

0
00

0
1
0

2
5

5
0

1
0
0

C

K V E S H

A

MRBPF

c

障
害

飛
越

競
技

場

馬 場 馬 術 競 技 場

障
害

飛
越

練
習

場
共

通
練

習
場

待 機 馬 場

馬
場

馬
術

練
習

場

ダ
ー

ビ
ー

競
技

場

駐
車

場

ｼ
ｬ
ﾄﾙ

ﾊ
ﾞｽ

乗
降

所

車
椅

子
観

覧
席

喫
煙

所

救
護

所

仮
設

ト
イ

レ

福
祉

ト
イ

レ

凡
例

★
警

備
員

配
置

関
係

者
動

線

関
係

車
両

動
線

一
般

観
客

動
線

福
祉

動
線

馬
動

線

馬
運

車
動

線

A
E

D

競
技

運
営

車
両

ｼ
ｬ

ﾄ
ﾙ

ﾊ
ﾞｽ

動
線

障
害

置
場

★

★

- 16 -



 

青の煌
きら

めきあおもり国スポ 馬事衛生対策マニュアル（案） 

１ 趣旨 

  このマニュアルは、青の煌めきあおもり国スポ馬術競技会開催基本計画に基づき、馬

術競技参加馬（以下「参加馬」という。）の防疫、健康管理、輸送等馬事衛生対策及び馬

のウェルフェアに関し必要な事項を定める。 

 

２ 防疫対策 

（１）家畜防疫員の配置 

    参加馬の防疫に万全を期すため、家畜防疫員（家畜伝染病予防法第５３条第３項に

定める家畜防疫員をいう。）を配置する。 

（２）防疫検査 

家畜防疫員は、参加馬が入厩したとき、家畜伝染病予防法施行規則による「馬の検

査、注射、薬浴、投薬証明手帳」及び「日本馬術連盟乗馬登録証」の提示を求め、馬イ

ンフルエンザ予防接種に係る次の基準を満たしていることを確認する。 

なお、基準を満たしていない馬は退厩させる。 

   ア 基礎接種として、初回ワクチン接種を実施してから２１日以上・６０日以内に２

回目のワクチン接種を行うこと。補強接種については、基礎接種（２回目）から６

ヵ月＋２１日以内に最初の補強接種を行い、それ以降は１年以内に継続的に補強接

種を受けていなければならない。以上が満たされていない場合、再度基礎接種から

実施していること。 

  （経過措置） 

１ 2008 年３月３１日以前に基礎接種を完了している馬について 

① ２回の基礎接種の間隔は、２週間以上２ヵ月以内であれば可とする。 

② 基礎接種の後の最初の補強接種は１年以内であれば可とする。 

２ 2024 年１月１日以前に基礎接種を完了している馬について 

    ① ２回の基礎接種の間隔は、２１日以上・２ヵ月以内であれば可とする。 

    ② 基礎接種の後の最初の補強接種は７ヵ月以内であれば可とする。 

３ その他、過去の履歴において本要領に定める要件を満たしていなくとも、その 

当時に軽種馬防疫協議会が定めていた要件を満たしていれば可とする。 

   イ 入厩する６ヶ月＋２１日以内に補強接種または基礎接種（２回目）を受けている

こと。 

   ウ 入厩前１週間以内のワクチン接種は接種歴として認めない。 

  エ 輸入馬は、輸入後に基礎接種から始めることが望ましい。獣医師が下記例文の文

言を用いて輸入前の接種歴を証明し、接種歴のコピーが添付されている場合は接種

歴として認める。 

   《例文》 

    本馬はＪＥＦ要領に則って馬インフルエンザ予防接種を適正に受けており、最新

の接種日が●年●月●日であることを証明します。  ●年●月●日 獣医師署名 

 

審議事項 １ 
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（３）馬事衛生エリア 

   会場内に馬事衛生エリアを設け、衛生的に管理する。馬事衛生エリアには、厩舎の

ほか汚物堆積場その他参加馬の健康管理等に必要な施設等を設置する。 

（４）消毒及び衛生害虫駆除 

   入場する車両及び立ち入る者の消毒を行うため、馬降所への入場口付近、馬事衛生

エリア及び厩舎の出入口付近に消毒設備を設置するとともに、馬事衛生エリアの害虫

駆除を行う。 

ア 厩舎の消毒は、参加馬の到着前５日以内及び退厩後直ちに行う。 

イ 馬運車等馬降所に入場する車両の消毒は、車両が会場に到着したときに行う。 

ウ 厩舎に立ち入る者に対し、手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒を行わせる。 

エ 厩舎及び汚物堆積場に殺虫剤を散布し、衛生害虫の発生予防及び駆除に努める。 

（５）馬事衛生エリアへの立入りの制限 

馬事衛生エリアを家畜伝染病予防法施行規則に定める衛生管理区域とし、立入りは

定められた出入口からのみとし、立ち入る者はあらかじめ県実行委員会が配付する「馬

事衛生エリア立入許可証」を身に付けるものとする。 

（６）伝染性疾病発生時の対応 

救護獣医師（参加馬の傷病の発生に対し、応急処置及び救急の治療にあたる県委員

会が指定する獣医師（次に掲げる外来獣医師を除く。）をいう。以下「救護獣医師」と

いう。）、外来獣医師（必要に応じて参加都道府県が帯同する獣医師をいう。）及びホー

スマネージャー（参加馬の管理に係る参加都道府県の責任者をいう。）は、参加馬に伝

染性疾病を疑う事例が発生した場合は、直ちに馬事衛生班に通報するとともに、その指

示に従う。馬事衛生班は、家畜伝染病予防等に基づき、山梨県知事に速やかに届け出る

とともに、まん延防止のために必要な措置を講じる。 

（７）隔離厩舎の設置 

   伝染性疾病を発症（疑う事例も含む。）した参加馬を隔離するため、馬事衛生エリア

外に隔離厩舎を設置する。 

 

３ 参加馬の健康管理 

（１）健康検査 

   家畜防疫員は、参加馬が入厩した後及び退厩する前に厩舎内で健康検査を実施する。

視診、聴診、打診及び触診等による臨床検査とする。ただし、家畜防疫員が必要と認

めるときは、血液、尿等の精密検査を実施する。 

（２）健康観察 

   ホースマネージャーは、入厩期間中、毎日、管理する参加馬の健康観察及び体温測

定を行い、異常の早期発見に努める。 

異常が認められる場合には、直ちに救護獣医師又は外来獣医師に連絡するとともに、

家畜防疫員の指示に従う。 
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（３）馬診療 

   参加馬の傷病発生等に対処するため、馬事衛生エリアに馬診療所を設置し、救護獣

医師を配置する。 

  ア 馬診療所は、令和８年１０月１１日（日）から１０月１８日（日）までの間、常

時開所する。 

イ 診療に要した費用は、参加都道府県の負担とし、支払方法は別途定める。 

  ウ 救護獣医師は、必要に応じて参加馬を獣医療機関へ移送するなど、適切な措置を

講じる。なお、移送に要した費用は、参加都道府県の負担とする。 

  エ 救護獣医師は、診療業務の実績等を「診療簿（様式１）」、「診療日報（様式２）」

及び「診療実績書（様式３）」により、診療日翌朝までに馬事衛生班長に報告する。 

  オ 外来獣医師は、入厩期間中に診療活動を行う場合には、診療前に「外来獣医師診

療届（様式４）」を、診療後に「外来獣医師診療報告書（様式５）」を、馬事衛生班長

を経由して獣医師団長に提出する。 

（４）装蹄 

    参加馬の落鉄等に対処するため、馬事衛生エリアに装蹄所を設置し、公設装蹄師を

配置して夜間を除き対応する。 

  ア 装蹄所は、令和８年１０月１１日（日）から１０月１８日（日）までの間、午前

８時から午後６時まで開所する。 

イ  装蹄に要した費用は、参加都道府県の負担とし、装蹄所において支払うものとす

る。 

  ウ  公設装蹄師は、装蹄業務の実績等を「装蹄簿（様式６）」、「装蹄日報（様式７）」

及び「装蹄実績書（様式８）」により、従事日の業務終了後、速やかに馬事衛生班長

に報告する。 

  エ  外来装蹄師は、入厩期間中に装蹄活動を行う場合には、装蹄前に「外来装蹄師装

蹄届（様式９）」を、装蹄後に「外来装蹄師装蹄報告書（様式 10）」を、馬事衛生班

長を経由して獣医師団長に提出する。 

 

４ 厩舎等の管理 

（１）厩舎の使用期間等 

 ア 厩舎の使用期間は、原則として令和８年１０月１１日（日）午前８時３０分から１

０月１８日（日）午後５時までとする。 

 イ 入厩日は、令和８年１０月１１日（日）から１０月１３日（火）までとする。なお、

１１日（日）及び１２日（月）は午前８時から午後５時までの間、１３日（火）は午

前８時から正午までの間に入厩する。 

    退厩日は、令和８年１０月１４日（水）から１０月１８日（日）とし、午前８時

から午後５時までの間に退厩する。 
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（２）入厩等の手続き 

 ア  参加馬の輸送は、馬運車を使用することとし、参加都道府県の責任で行う。 

   なお、輸送に係る経費は、参加都道府県の負担とする。 

  イ  参加都道府県の参加馬の輸送に係る責任者（以下「馬輸送責任者」という）は、

別に定める方法により、入厩及び退厩の申し込みを行うものとし、馬事衛生班は申

込内容に基づき参加馬の入厩・退厩計画を作成する。 

（３）衛生管理 

   馬事衛生班は、厩舎等の施設を常に清潔に保つよう、衛生上必要な措置を講じる。

特に汚物堆積場は衛生的に管理し、汚物等を適正に処理する。 

   また、ホースマネージャーは厩舎内外を清潔に保持し、衛生害虫の発生防止等に努

める。 

 

５ 飼料及び敷料 

（１）飼料 

参加馬の飼料は、参加都道府県が入厩時に持参し、退厩時にすべて持ち帰るものと

する。 

なお、持参できない場合は、事前に購入業者の斡旋を申し込むものとする。 

（２）敷料 

   敷料は、オガ粉等とし、参加馬の入厩前に各馬房に配布し、不足が生じた場合は適

宜支給する。 

 

６ 参加都道府県の責務 

  参加都道府県は、参加馬の輸送の出発に際し、参加馬の健康状態及び装蹄に十分配慮

し、良好な状態で参加させるよう努める。 

  また、入厩期間中は、参加馬の健康管理、飼料、馬具等の保管及び厩舎内外の清潔の

保持等について、責任を持って行う。 

 

７ その他 

  このマニュアルに定めるもののほか、馬事衛生に必要な事項については、県実行委員

会及び馬事衛生班が、関係機関・団体と協議のうえ定める。 
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（様式１） 

診  療  簿 

 

１ 受診馬 

馬名  馬匹番号  都道府県  

登録番号  品種  性別 
□牡 □牝 

□セン 
毛色  

年齢・ 

生年月日 
歳（  年  月  日生） 産地  厩舎番号  

 

２ 所有者又は診療申込者 

氏名（団体名） 

【□所有者 □申込者】 
 連絡先 

※携帯電話番号を記入 

住所  

 

２ 診療内容（□一般 □応急） 

診療 

受付日時 
症状 診療内容 使用薬剤 救護獣医師名 

料金 

精算日 

／ 
： 

 □内科 □外科   円 

／   済 

／ 
： 

 □内科 □外科   円 

／   済 

／ 
： 

 □内科 □外科   円 

／   済 

／ 
： 

 □内科 □外科   円 

／   済 

／ 
： 

 □内科 □外科   円 

／   済 

 料金合計 円 
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（様式２） 

診  療  日  報 

 

１．診療年月日  令和８年   月   日（   曜日） 

 

２．診療頭数                             （単位：頭） 

 

３．診療の内訳 

番号 
受付

時間 
馬名 

馬匹 

番号 

都道 

府県 
症状・経過 

救護 

獣医師名 
備考 

 

 ： 

     馬房・診療所 

内科・外科 

初診・再診 

 

 ： 

     馬房・診療所 

内科・外科 

初診・再診 

 

 ： 

     馬房・診療所 

内科・外科 

初診・再診 

 

 ： 

     馬房・診療所 

内科・外科 

初診・再診 

 

 ： 

     馬房・診療所 

内科・外科 

初診・再診 

 

 ： 

     馬房・診療所 

内科・外科 

初診・再診 

 

 ： 

     馬房・診療所 

内科・外科 

初診・再診 

 

内 科 疾 患 外 科 疾 患 
計 

実頭数 延べ頭数 
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（様式３） 

診 療 実 績 書 

 

 （単位：頭） 

 

 

 

内 科 疾 患 外 科 疾 患 

計 

実頭数 延べ頭数 

１０月５日（月） 
入厩１日目 

  

 

 

１０月６日（火） 
入厩２日目 

  

 

 

１０月７日（水） 
入厩３日目 

  

 

 

１０月８日（木） 
競技１日目 

  

 

 

１０月９日（金） 

競技２日目 

  

 

 

１０月１０日（土） 
競技３日目 

  

 

 

１０月１１日（日） 
競技４日目 

  

 

 

１０月１２日（月） 
競技５日目 

  

 

 

合 計 

    

 

 

区 分 

診療日 
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（様式４） 

外来獣医師診療届 

 

青の煌めきあおもり国スポ馬術競技 獣医師団長 様 

（青の煌めきあおもり国スポ馬事衛生班長 経由） 

 

令和８年  月  日  

 

獣医師名            

 

 青の煌めきあおもり国スポ馬術競技において、外来獣医師として診療を実施したく、下記のと

おり届け出ます。 

 なお、診療の実施にあたっては、青の煌めきあおもり国スポ馬事衛生対策マニュアル及び日本

馬術連盟競技会規定を遵守するとともに、国際馬術連盟獣医規定の精神を尊重します。 

 また、診療後は所定の様式により診療報告書を提出します。 

 

記 

 

診療獣医師名  

獣医師免許番号  

携帯電話番号  

診療所 

名 称： 
 
所 在 地： 
 
電話番号： 

診療実施予定日 令和８年１０月  日から１０月  日まで 

診療予定の都道府県  

厩舎地区付近の臨時駐車場 □必要（   ）台 ・ □不要 
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（様式５） 

外来獣医師診療報告書 

 

青の煌めきあおもり国スポ馬術競技 獣医師団長 様 

（青の煌めきあおもり国スポ馬事衛生班長 経由） 

 

令和８年  月  日  

 

獣医師名            

 

 青の煌めきあおもり国スポ馬術競技において、下記のとおり参加馬の診療を実施しましたの

で、報告します。 

 

記 

 
診療内容 

診療日時 馬名 馬匹番号 都道府県 診療内容 使用薬剤 

／ 
： 

   □内科 □外科  

／ 
： 

   □内科 □外科  

／ 
： 

   □内科 □外科  

／ 
： 

   □内科 □外科  

／ 
： 

   □内科 □外科  
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（様式６） 

装  蹄  簿 

 

１ 装蹄馬 

馬名  馬匹番号  都道府県  

登録番号  品種  性別 
□牡 □牝 

□セン 
毛色  

年齢・ 

生年月日 
歳（  年  月  日生） 産地  厩舎番号  

 

２ 所有者又は装蹄申込者 

氏名（団体名） 

【□所有者 □申込者】 
 連絡先 

※携帯電話番号を記入 

住所  

 

２ 装蹄内容（□一般 □応急） 

診療 

受付日時 
装蹄内容 装蹄師名 

料金 

精算日 

／ 
： 

  円 

／   済 

／ 
： 

  円 

／   済 

／ 
： 

  円 

／   済 

／ 
： 

  円 

／   済 

／ 
： 

  円 

／   済 

 料金合計 円 
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（様式７） 

装  蹄  日  報 

 

１．装蹄年月日  令和８年   月   日（   曜日） 

 

２．装蹄頭数                             （単位：頭） 

 

３．装蹄の内訳 

番号 
受付

時間 
馬名 

馬匹 

番号 

都道 

府県 

内訳 

装蹄師名 備考 左

前 

右

前 

左

後 

右

後 

 

 ： 

        

 

 

 ： 

        

 

 

 ： 

        

 

 

 ： 

        

 

 

 ： 

        

 

（特記事項） 

 
 

新装蹄鉄(A) 

 

改装蹄鉄(B) 

（クランポン加工含む） 

釘蹄(C) 

 

その他(D) 

 

計 

(A＋B＋C＋D) 

     

- 27 -



 

（様式８） 

装 蹄 実 績 書 

 

 （単位：頭） 

 

 

 

新装蹄鉄(A) 

 

改装蹄鉄(B) 

（クランポン加工含む） 

釘蹄(C) 

 

その他(D) 

 

計 

(A＋B＋C＋D) 

１０月５日(月) 
入厩１日目 

  

 

  

１０月６日(火) 
入厩２日目 

  

 

  

１０月７日(水) 
入厩３日目 

  

 

  

１０月８日(木) 
競技１日目 

  

 

  

１０月９日(金) 

競技２日目 

  

 

  

１０月１０日(土) 
競技３日目 

  

 

  

１０月１１日(日) 
競技４日目 

  

 

  

１０月１２日(月) 
競技５日目 

  

 

  

合 計 

     

 

 

区 分 

装蹄日 
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（様式９） 

外来装蹄師装蹄届 

 

青の煌めきあおもり国スポ馬術競技 獣医師団長 様 

（青の煌めきあおもり国スポ馬事衛生班長 経由） 

 

令和８年  月  日  

 

装蹄師名            

 

 青の煌めきあおもり国スポ馬術競技において、外来装蹄師として装蹄を実施したく、下記のと

おり届け出ます。 

 なお、装蹄の実施にあたっては、青の煌めきあおもり国スポ馬事衛生対策マニュアル及び関係

諸規定を遵守します。 

 また、装蹄後は所定の様式により装蹄報告書を提出します。 

 

記 

 

装蹄師名  

公認装蹄師番号  

携帯電話番号  

装蹄所 

名 称： 
 
所 在 地： 
 
電話番号： 

装蹄実施予定日 令和８年１０月  日から１０月  日まで 

診療予定の都道府県  

厩舎地区付近の臨時駐車場 □必要（   ）台 ・ □不要 
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（様式１０） 

外来装蹄師装蹄報告書 

 

青の煌めきあおもり国スポ馬術競技 獣医師団長 様 

（青の煌めきあおもり国スポ馬事衛生班長 経由） 

 

令和８年  月  日  

 

獣医師名            

 

 青の煌めきあおもり国スポ馬術競技において、下記のとおり参加馬の装蹄を実施しましたの

で、報告します。 

 

記 

 
装蹄内容 

装蹄日時 馬名 馬匹番号 都道府県 装蹄内容 

／ 
： 

    

／ 
： 

    

／ 
： 

    

／ 
： 

    

／ 
： 
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青の煌
きら

めきあおもり国スポ 馬術競技会 

輸送・交通実施計画（案） 

 

青の煌めきあおもり国スポ馬術競技会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道

員およびその他関係者（以下「競技会参加者」という。）並びに一般観覧者の輸送及び

交通については、第８０回国民スポーツ大会輸送・交通基本方針に基づき、関係機関・

団体等の協力を得て、次のとおり実施する。 

 

１ 輸送対策 

（１）競技会参加者の輸送 

競技会参加者の輸送に当たっては、来会意向調査等を踏まえ、必要に応じて計

画輸送を行う。 

（２）一般観覧者の輸送 

一般観覧者の輸送については、バス、鉄道等の公共交通機関の利用を呼びかけ

るとともに、会場最寄駅及び会場周辺駐車場からのシャトルバスの運行による円

滑な輸送に努める。 

（３）指定集合地等の設定 

競技会参加者および一般観覧者の輸送を円滑に行うため、宿舎の分布、参加人

数、道路交通事情等を考慮し、バスその他の車両の乗降場として必要に応じて指

定集合地等を設ける。 

 

２ 駐車場対策 

競技会場およびその周辺における駐車場については、十分な確保に努め、必要な

駐車場整理員を配置し効率的な利用に努めるとともに、競技会の運営上必要と認め

られる車両には、事前に駐車許可証等を交付するなどの措置を講じる。 

 

３ 交通安全対策 

競技会場およびその周辺において安全かつ円滑な通行を確保するため、関係機

関・団体等の協力を得て、適切な交通安全対策を講じる。 

 

４ リハーサル大会 

  リハーサル大会における輸送・交通については、原則として本計画に準じて取り

扱う。 

 

審議事項 ２ 
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青の煌
きら

めきあおもり国スポ 馬術競技会 

警備・消防防災実施計画（案） 

 

青の煌めきあおもり国スポ馬術競技会における警備・消防防災については、第８０

回国民スポーツ大会警備・消防防災基本方針に基づき、関係機関・団体等の協力を得

て、次のとおり実施する。 

 

１ 実施業務 

  競技会が安全かつ円滑に行われるよう、関係機関・団体等の協力を得て、次の警

備・消防防災対策を講じる。 

（１）警備対策 

自主警備体制を確立し、事件・事故等の未然防止および発生時における速やか

な事態の収拾を図る。 

（２）消防防災対策 

火災その他災害（以下「火災等」という。）の未然防止および火災等発生時にお

ける迅速的確な対応を図るため、計画を策定するとともに、火災等発生時の情報

収集・伝達・避難誘導および消防防災体制（救急・救助体制を含む。）を確立する。 

（３）大規模災害・突発重大事案対策 

   競技会場での大規模災害及び突発重大事案発生時には、関係機関・団体等との

連携のもと、情報収集・伝達、避難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。 

 

２ 実施場所 

  実施場所は、原則として競技会場、駐車場および周辺道路とする。 

 

３ 情報連絡体制 

  実務業務を円滑に行うため、関係機関および団体等と緊密な連携を図るとともに、

情報連絡体制を確立する。 

 

４ リハーサル大会 

  リハーサル大会における警備・消防防災については、原則として本計画に準じて

取り扱う。 

 

審議事項 ３ 
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青の煌
きら

めきあおもり国スポ 馬術競技会運営ボランティア募集要項（案） 

 

１ 目的 

  令和８年に山梨県馬術競技場で開催する青の煌めきあおもり国スポ馬術競

技会において、全国から訪れる選手・監督等の来場者をおもてなしの心でお迎

えするため、競技会の運営を支える運営ボランティアを募集する。 

 

２ 募集主体 

  青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」とい

う。）とする。 

募集窓口は青の煌めきあおもり国スポ馬術競技事務所（以下「馬術競技事務

所」という。）とする。 

 

３ 募集期間 

  令和７年７月１日（火）から募集人員に達するまでとする。 

 

４ 応募要件 

  ２０１４（平成２６）年４月１日以前に生まれた方（２０２６（令和８）年

４月１日時点で１２歳以上）で、活動日での参加が可能な方。ただし、応募時

点で１８歳未満の方の申込については、保護者の同意を得るものとする。 

 

５ 応募方法 

  当競技会に係るボランティア募集ホームページの応募フォームにより申込

むか、登録申込書に必要事項を記入の上、馬術競技事務所に持参、郵送、FAX

またはメールでの提出により行うものとする。 

  なお、グループでの申込もできるものとする。 

 

６ 登録・取消 

  馬術競技事務所は、応募者のうち応募要件を満たした者を運営ボランティ

ア登録者（以下「登録者」という。）として登録し、運営ボランティア登録証

を交付する。 

  なお、本人の申し出によるほか、当競技会のイメージを損なう行為等があっ

た場合は、県実行委員会の判断に基づき、登録を取り消すことがある。 

 

７ 活動場所、活動内容および活動日 

（１）活動場所 

  山梨県馬術競技場（山梨県北杜市小淵沢町） 

（２）活動内容 

  活動場所において以下の業務を行う。 

  

審議事項 ４ 
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種  別 内  容 

受付・案内 来場者受付、会場案内、誘導、介助等 

会場整理 観客改札、観客誘導、座席案内等 

会場美化 ゴミ箱管理、会場内の清掃等 

会場サービス 弁当・飲み物の配布、車椅子の貸出等 

式典運営 表彰式等の式典補助等 

その他 上記以外で競技会の運営に必要な活動 

 

（３）活動日 

  ① 馬術競技会リハーサル大会 

   入厩日  令和８年 ６月 ４日（木）～ ６月 ５日（金） 

   大 会  令和８年 ６月 ６日（土）～ ６月 ７日（日） 

 

  ② 馬術競技会 

   入厩日  令和８年１０月１１日（日）～１０月１３日（火） 

   大 会  令和８年１０月１４日（水）～１０月１８日（日） 

 

８ 活動日・活動内容の決定 

  登録者の活動日・活動内容については、事前に実施する希望調査を参考に、

馬術競技事務所が決定する。 

 

９ 研修等 

  馬術競技事務所は、馬術競技会に関する認識を深め、競技会の円滑な運営を

行えるよう、登録者を対象とした研修等を実施する。 

 

10 待遇 

（１）活動および研修等への参加に係る報酬は無償とし、交通費は自己負担とす

る。 

（２）服飾等の識別用品及び昼食については、必要に応じて、県実行委員会が支

給する。 

（３）活動および研修にあたり、県実行委員会の負担により、「傷害保険」およ

び「賠償責任保険」に加入する。 

 

11 関係機関との連携等 

  運営ボランティアの募集にあたっては、開催地域との連携を図るとともに、

学校、企業、社会福祉協議会等の各種団体の協力を得るものとする。 

 

12 個人情報の取扱い 

（１）応募者の個人情報については、青森県個人情報保護条例、その他関係法令

の規定に基づき、その保護を図るものとする。 
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（２）登録者の個人情報については、両大会の運営のために使用し、その他の目

的には使用しない。ただし、申込時に各会場地市町村等への情報提供に同意

した登録者（応募時点で１８歳未満の場合は、保護者の同意を得た者）の情

報に限り、各会場地市町村等からの要請に応じて提供することができるも

のとする。 

（３）登録者を活動や研修の際に撮影した写真・動画については、両大会を広報

する目的の限りにおいて、県準備（実行）委員会のホームページやＳＮＳ、

その他広報媒体に掲載できるものとする。 

 

13 その他 

  この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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